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菱刈庁舎で取り扱う事務手続きについて 

 

１．目的 

 

大口庁舎の新庁舎建設を機に、菱刈庁舎で取り扱う事務手続きに関し、住民サービス

の低下を招くことがないよう整理することを目的としています。 

 

２．基本的な考え方 

 

現在において菱刈・大口の両庁舎で同じ取扱いをしている市民生活に関係した手続き

は、新庁舎建設後の菱刈庁舎において継続して行います。 

また現在、大口庁舎のみで行っている市民生活に関係した手続きについても、必要と

される執務環境や配置される職員数等を考慮しながら、菱刈庁舎でも行えるよう検討を

行っています。 

 

３．取り扱う手続きの対応方針に伴う実現方法 

 

新たな機器やシステム等の配置が必要となる手続きの実現方法については、新庁舎の

執務環境整備及び実施設計の作業と並行して検討を進めます。 

 

① 大口庁舎・菱刈庁舎において同じ執務環境を整備 

② 必要に応じて庁舎間の職員連携を可能とするオンライン通信環境を整備 

 

４．菱刈庁舎で取り扱う業務イメージ 

 

※ 現状での案となります。今後の検討により一部変更となる場合もありえます。 
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５．庁舎での業務配置イメージ 

 

 
※ 現状での案となります。今後の検討により一部変更となる場合もありえます。 
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